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内容見本 
（縮小） 
内容見本 
（縮小） 

●Aさんが受けられる給付の種類は？ 

●Bさんが受けられる給付の種類は？ 

●Aさんが受けられる 
　給付の内容・しくみは？ 

さらに〔Q&A〕で給付
についての深い理解が
えられます。 

要件をたどっていくだ
けで、受けられる給付
の種類が一目でわかり
ます。 

●Bさんが受けられる 
　給付の内容・しくみは？ 
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内容構成 
（抜粋） 
内容構成 
（抜粋） 

 

 
 
 
 

第１編
　仕事以外(業務外)の事故でケガ
・病気をしたとき、障害が残っ
たとき、死亡したとき 

第１章　仕事以外(業務外)の事故でケガをし
たり病気になったとき 

第１節　仕事以外(業務外)の事故によるケガや病気で休ん
だとき 

第２節　傷病手当金を受けている人が在職中に死亡したとき 
第３節　仕事以外(業務外)の事故によるケガや病気が原因

で離職したとき 
第４節　在職中に生じた仕事以外(業務外)の事故によるケ

ガや病気が原因で離職後に死亡したとき 

第２章　仕事以外(業務外)の事故によるケガ
や病気が原因で障害の状態となった
とき 

第１節　仕事以外(業務外)の事故によるケガや病気が原因
で障害等級に該当するようになったとき 

第２節　障害厚生年金・障害基礎年金の障害等級に変更が
あったとき 

第３節　障害厚生年金の受給権者が在職中に死亡したとき 
第４節　障害厚生年金の受給権者が離職したとき 
第５節　障害厚生年金の受給権者が離職後に死亡したとき 

第３章　仕事以外(業務外)の事故で死亡した
とき 

第１節　仕事以外(業務外)の事故で死亡したとき 
第２節　離職後に死亡したとき 

第２編
　仕事中(業務上)の事故でケガ・
病気をしたとき、障害が残った
とき、死亡したとき 

第１章　仕事中(業務上)にケガをしたり病気
になったとき 

第１節　仕事中(業務上)のケガや病気で休んだとき 
第２節　休業補償給付を受けている人が、そのケガや病気

が原因で在職中に死亡したとき 
第３節　仕事中(業務上)のケガや病気が原因で離職したとき 
第４節　休業補償給付を受けている人が、離職後そのケガ

や病気が原因で死亡したとき 

第２章　仕事中(業務上)のケガや病気が原因
で障害の状態となったとき 

第１節　仕事中(業務上)のケガや病気により障害等級に該
当するようになったとき 

第２節　障害補償年金の受給権者が在職中に死亡したとき 
第３節　障害補償年金の受給権者が離職したとき 
第４節　障害補償年金の受給権者が離職後に死亡したとき 

第３章　仕事中(業務上)のケガや病気の療養
開始後１年６ヵ月が経過したとき 

第１節　ケガや病気が治らず、傷病等級に該当するように
なったとき 

第２節　傷病補償年金の受給権者がそのケガや病気が原因
で在職中に死亡したとき 

第３節　傷病補償年金の受給権者が離職したとき 
第４節　傷病補償年金の受給権者が、離職後その障害が原

因で死亡したとき 

第４章　仕事中(業務上)の事故で死亡したとき 
第５章　二次健康診断等給付 
第６章　特別加入制度 
第７章　費用の負担 

第３編
　通勤途上でケガ・病気をしたと
き、障害が残ったとき、死亡し
たとき 

第４編　出産したとき 

第５編　離職したとき 

第１章　求職者給付 
第２章　就職促進給付 
第３章　教育訓練給付 

第６編　６０歳になったとき 
第１章　６０歳になり離職したとき 
第１節　特別支給の老齢厚生年金 
第２節　厚生年金基金 
第２-２節　企業年金 
第３節　加給年金額・配偶者特別加算 
第４節　老齢基礎年金の繰上げ受給 
第５節　その他 
第６節　離職後の医療・介護保険 
任意継続被保険者となる場合/国民健康保険の退職被保険者
となる場合/国民健康保険の一般被保険者となる場合/健康
保険の被扶養者となる場合/特例退職被保険者となる場合 
第７節　失業等給付 
第８節　厚生年金保険と雇用保険の併給調整 
第９節　被保険者記録の確認 

第２章　離職後老齢に関する年金を受給中に
死亡したとき 

第３章　６０歳以後も働くとき 
第１節　６０歳台前半の在職老齢年金 
第２節　厚生年金保険と雇用保険の併給調整 
第３節　６５歳までの雇用確保措置 

第４章　在職老齢年金を受給中に死亡したとき 
第５章　離職したとき等の税金に関する事項 
第６章　離職等をしたとき 

第７編　６５歳以上になったとき 
第１章　６５歳以上で離職したとき 
第１節　老齢厚生年金・老齢基礎年金 
第２節　配偶者の年金 

第３節　その他 
第４節　医療・介護保険 
任意継続被保険者/国民健康保険の退職被保険者となる場合
/国民健康保険の一般被保険者となる場合/健康保険の被扶
養者となる場合/老人保健/介護保険 
第５節　高年齢求職者給付金（失業給付） 

第２章　離職後老齢に関する年金を受給中に
死亡したとき 

第３章　６５歳以後も働くとき 
第１節　老齢厚生年金・老齢基礎年金 
第２節　６０歳台後半の在職老齢年金 

第４章　老齢に関する年金を受けている人が
在職中に死亡したとき 

第８編　雇用二事業 

第９編　保険料 

第１０編　介護休業をするとき 

第１１編　適用関係等 

資　料 
１  保険給付等の手続き 
３  国民年金・厚生年金保険の生年月日による経過措置一覧表 
４  生年月日別の再評価率表 
５  障害の程度(国民年金・厚生年金保険)  
６  障害手当金に該当する障害 
７  併合判定参考表・併合（加重）認定表 
８  賃金日額および基本手当日額 
９  所定給付日数 
１０ 障害等級表(労災保険) 
１１ 傷病等級表(労災保険) 
１２ 要介護障害程度区分表(労災保険) 
１３ 労災保険率表 
１４ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規

定に基づき厚生労働大臣が指定する種類の事業及び都
道府県労働基準局の管轄区域を定める等の告示 

１５ 労務費率表 
１６ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規
定に基づき事業の種類及び物を定める等の告示 

１７ 労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表別表第３ 
１８ 労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表別表第
３の２ 

１９ 特別加入保険料算定基礎額表 
２０ 第２種特別加入保険料率表 
２１ 労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を
減じた額の増減表 

２２ 収支割合の変動範囲についての表 
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定に基づき厚生労働大臣が指定する種類の事業及び都
道府県労働基準局の管轄区域を定める等の告示 

１５ 労務費率表 
１６ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規
定に基づき事業の種類及び物を定める等の告示 

１７ 労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表別表第３ 
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２２ 収支割合の変動範囲についての表 
 



B5判・加除式・全2巻 
定価18,900円（本体18,000円） 

こんなときどうする 
労働・社会保険事務手続き 
＝給付の実務 フローチャート式＝ 

こんなときどうする 
労働・社会保険事務手続き 
＝給付の実務 フローチャート式＝ 

会社実務研究会   
労働・社会保険グループ編集  

フローチャートをたどれば複雑な給付の 
実務が一目でわかる！  
漏れやミスなく届出を完了できます！ 

フローチャートをたどれば複雑な給付の 
実務が一目でわかる！  
漏れやミスなく届出を完了できます！ 

＜Q&A登載例＞ 
・離職したときに受けられる給付とその手続きは？ 
・傷病手当金を受けている人が在職中に死亡した
ときは？ 

・仕事中（業務上）のケガや病気により障害等級に
該当するようになったときの障害補償給付の支
給要件は？ 

・老齢に関する年金のしくみは？ 
・年金を受けるために必要な加入期間（受給資格
期間）は？ 

フローチャートからケースごとに
受け受けられる給付る給付がわかります！ 
仕事中に事故にあったときは？出産したとき
は？65歳以上になったときは？・・・などのケ
ースを入口にフローチャートをたどれば受け
られる給付給付がわかります。 

労働・社会保険の給付体系が横断
的に確認確認できます！ 
縦割りでなく、労働・社会保険の給付のすべて
を横断的に解説していますのでワンストップ
で確認確認することができます。 

豊富なQ&Aでさらに掘り下げた
理解理解が可能可能です！ 
失業認定日の変更はできるか？老齢退職年金
給付給付と傷病手当金傷病手当金との併給調整併給調整は？ 
老齢厚生年金老齢厚生年金・老齢基礎年金老齢基礎年金の支給額支給額の計算計算
は？・・・など具体的具体的な疑問疑問を解説を解説しています。 

フローチャートからケースごとに
受けられる給付がわかります！ 
仕事中に事故にあったときは？出産したとき
は？65歳以上になったときは？・・・などのケ
ースを入口にフローチャートをたどれば受け
られる給付がわかります。 

労働・社会保険の給付体系が横断
的に確認できます！ 
縦割りでなく、労働・社会保険の給付のすべて
を横断的に解説していますのでワンストップ
で確認することができます。 

豊富なQ&Aでさらに掘り下げた
理解が可能です！ 
失業認定日の変更はできるか？老齢退職年金
給付と傷病手当金との併給調整は？ 
老齢厚生年金・老齢基礎年金の支給額の計算
は？・・・など具体的な疑問を解説しています。 

（600866） 2010.2 H1
〈600860〉 ［1002］ 

FC保険給付 




